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ひょうご障害者福祉計画、障害福祉実施計画の改定方針について（案） 

 

１．ひょうご障害者福祉計画、兵庫県障害福祉実施計画について 

計画 根拠法 概要 計画期間 

ひょうご障害者

福祉計画 
障害者基本法 

・県の障害福祉施策の進める基本的

方針や目標を示す。 
６年 

兵庫県障害福祉

実施計画 

障害者総合支援法 

・児童福祉法 

・県における障害福祉サービス等及

び障害児通所支援等の必要な見込

み量と確保方策を定める。 

３年 

 

２．今回の改定の概要 

令和８年度末で計画期間が終了する「第２期ひょうご障害者福祉計画」と「第７期兵庫

県障害福祉実施計画」を同時に改定する。 

 

 

３．改定手順（案） 

〇 基本
・HPでの意見募集

〇 関係団体
・希望団体への
ヒアリング
（～12月）

障害福祉審議会
（10月27日）

分科会
「ひと」「情報」
「参加」

「まち・もの」
の４分野

（12月～２月）

改定手順・
基本方針の方向性・
分科会メンバー

議論の
材料

令和７年度 令和８年度

障害福祉
審議会
（９月）

両計画
骨子案

課題抽出

分科会
「ひと」「情報」
「参加」

「まち・もの」
の４分野

（６月～７月）

障害福祉
審議会

（11～12月）

パブリック
コメント

（12月下旬～）

両計画
本文案

内容検討

実施計画
目標

積み上げ
（８～11月）

特別委員会

当事者意見聴取

当局素案の
提示
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（１）概要 

・令和７年度から令和８年度の２か年で改定作業を行う。 

・手順は基本的に前回の改定（令和元年度から３年度 ＊新型コロナ禍のため１年延長）

と同じ。 

①障害当事者からの意見を、ホームページなどを通じて広く募集する（実施中：資料

３－２）。当事者の団体から希望があればヒアリングで直接意見を聞く。 

②令和７年度から令和８年度にかけて開催する分科会で、改定に向けた具体的な 

議論を行う。（詳細は（２）で後述） 

③令和８年度には、障害者差別解消についての意見交換を行っている「障害者委員会」

の委員（当事者団体や家族団体の役員等）に「特別委員」として審議会に参加して

もらう。また、特別委員の意見を聞く場として「特別委員会」を開催する。 

④分科会、特別委員会での議論をもとに、令和８年度の第１回審議会で２つの計画の

骨子案を、第２回審議会で本文案を議論する。 

⑤最後に、パブリックコメントで県民からの意見を広く聞く。 

 

（２）分科会について 

・前回同様、上位の計画である「ユニバーサル社会づくり総合指針」の５つの基本的方

向に基づく、「ひと」、「参加」、「情報」、「まち・もの」の４分野で開催する。 

・令和７年度に各分野１回（「まち・もの」は２回）、令和８年度は各分野 1回開催する。 

・それぞれの分科会では、国の第５次障害者基本計画の各論の 11分野（資料３－３）を

もとに各分野の現状や課題を議論し、審議会本体での議論の道筋を導きだすことを目

的とする。 

分野 
各分野がめざす社会像 

（第２期ひょうご障害者福祉計画） 
国計画の各論の分野 

ひと 
全ての人が、人格と個性を尊重さ

れ、ともに理解を深め支え合う社会 

「差別の解消、権利擁護の推進及び

虐待の防止」、「教育の振興」 

参加 

全ての人に、情報の取得や利用等の

手段が確保され、互いの理解と思い

が通い合う社会 

「雇用・就業、経済的自立の支援」、

「行政における配慮の充実」「文化

芸術活動・スポーツ等の振興」「国

際社会での協力・連携の推進」 

情報 
全ての人が持てる力を発揮し、多様

な社会参加ができる社会 

「情報アクセシビリティの向上及

び意思疎通支援の充実」「防災・防

犯の推進」 

まち・もの 

全ての人が、自らが選ぶ場所で安全

に安心して豊かに生活することが

できる社会 

「安全･安心な生活環境の整備」、

「自立した生活の支援・意思決定支

援の推進」「保健・医療の推進」 

・現時点の分科会メンバー案は資料３－４のとおり。別途、参加の可否や参加分野につ

いて意向確認を行う。  
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（３）特別委員会について 

以下の方々（「障害者委員会」委員）に、特別委員として、令和８年度に開催する特別

委員会への参加を依頼する予定。 

〈令和７年度 障害者委員会委員〉 

氏 名 職 名 

大谷  武 社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会会長 

増田 雅博 特定非営利活動法人兵庫県難聴者福祉協会理事長 

八十川 一三 兵庫県肢体障害者福祉協会副会長兼事務局長 

鄭  正秀 一般財団法人兵庫県肢体不自由児者協会理事長 

小山 京子 兵庫県重症心身障害児（者）を守る会会長 

山口 英治 兵庫県知的障害者施設家族会連合会会長 

小川 栄次郎 兵庫県自閉症協会事務局長 

宮本 幸代 兵庫県ＬＤ親の会「たつの子」代表 

久村 恵美 特定非営利活動法人ピュアコスモ理事長 

藤原 久美子 
障害者問題を考える兵庫県連絡会議事務局 

（障害者差別解消担当） 

 

４．次期ひょうご障害者福祉計画の基本理念について 

現行計画の基本理念を、次期ひょうご障害者福祉計画においても、引き続き基本理念と

する。 

（考え方） 

・現行計画の基本理念は以下の３点。 

基本理念 内容 

共生社会の実現 
全ての人が、かけがえのない人として尊重され、地域の

一員として安心して暮らし、ともに支え合う社会の実現 

自己決定の尊重 
全ての人が、必要に応じた適切な意思決定支援のもと、

自らの決定が最大限に尊重される社会の実現 

その人が望む生活 

（社会参加の機会）の尊重 

全ての人が、社会のあらゆる活動への参加の機会が保障

され、その人が望む生活が尊重される社会の実現 

・これらは、国の第５次障害者基本計画の基本理念と合致しており、障害福祉施策を進め

る基本的な方向性として適切なものと考えられる。 

・よって、次期計画においても、引き続き基本理念とする。 

 

（参考：第５次障害者基本計画の基本理念） 

共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参

加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者

の社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向を定める。 
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５．計画の改定にあたって留意すべきキーワードについて 

計画の改定にあたって留意すべきキーワードとして「心のバリアフリー」を提案する。 

（考え方） 

・「心のバリアフリー」は東京パラリンピック 2020を契機に定められた国の「ユニバーサ

ルデザイン 2020 行動計画」で提唱された考え方で、現行のひょうご障害者福祉計画に

も関連施策が既に記載されている。 

・しかしながら、令和６年７月の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決を受けてと

りまとめられた、国の「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動

計画」において、取り組むべき事項として「「心のバリアフリー」の取組の強化」があげ

られている。（資料３－５） 

・今後、各府省庁において諸施策が検討・実施され、次期障害者基本計画などにも反映さ

れることが見込まれることから、今回の計画改定に向けた議論で留意すべきキーワード

とする。 

 

参考１ 前回（令和元年～３年度）の改定手順 

 

 

参考２ 兵庫県におけるひょうご障害者福祉計画の位置づけ 

 



新たな「ひょうご障害者福祉計画」

策定に向けた 意見募集

県では、障害者施策を推進していくための基本となる

「ひょうご障害者福祉計画」の見直しに取り組みます。

新たな計画の策定に向け、現在、障害のある人が抱えてい

る課題や問題、取り巻く状況、今後の県の障害者施策に対す

るご意見等をお聞かせください。

障害のある人や、ご家族、支援をされている人はもちろん、

障害のない人も、ご意見等をお寄せください。

ご意見等がある欄への記載だけでかまいません。

お名前や連絡先など個人情報の記載は不要です。

普段の生活の中で、障害のある人を取り巻く状況について、

問題だと感じることや、逆に良いと感じるところ、今後

こうなってほしいと思うことなどをお聞かせください。

（いますぐ解決が必要な具体のお困りごとは、こちらではなく各相談窓口へ

ご相談ください。）

いただいたご意見等は、新しい計画の内容を議論する際の

資料として、活用します。

兵庫県 福祉部 障害福祉課 障害政策班 （電話番号：078-362-9104）

① 電子フォームから提出：

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1758158955992

② 電子メールで提出： shougaika@pref.hyogo.lg.jp （兵庫県 障害福祉課 障害政策班 あて）

③ ファックスで提出： 078-362-3911 （兵庫県 障害福祉課 障害政策班 あて）

④ 郵送で提出： 〒650-8567 （住所不要） 兵庫県 障害福祉課 障害政策班 あて

提出方法

2025年

12/26まで

 受付中

電子フォームはこちらの二次元コードからも
アクセスできます→

あら  しょうがいしゃ  ふく  し   けい かく

さく てい     む  い けん ぼしゅう

ひょうごけん ふく し ぶ しょうがい ふく し か  しょうがいせいさくはん

でん し   ていしゅつ          

でんわばんごう

じゅうしょ ふよう   ひょうごけん  しょうがいふく し  か   しょうがいせいさくはん

ひょうごけん  しょうがいふく し  か   しょうがいせいさくはんていしゅつ          

ゆうそう  ていしゅつ          

ひょうごけん しょうがいふくしか しょうがいせいさくはん          

でん し   ていしゅつ          
でんし に じげん          

ていしゅつ ほうほう

けん しょうがいしゃ せ さく  すいしん   きほん

                    しょうがいしゃ ふくし けいかく みなお  と  く

あら けいかく さくてい   む  げんざい   しょうがい  ひと  かか

  しょうがい ひと  か ぞく  しえん  ひと

              い けん など   きか

     かだい  もんだい と  ま  じょうきょう   こんご   けん  しょうがいしゃ せ さく  たい

  しょうがい  ひと   いけん など よ

        なまえ れんらくさき こじんじょうほう  きさい ふよう

        いけん など  らん  きさい   

     ふだん せいかつ   なか しょうがい  ひと  と  ま  じょうきょう

しりょう  かつよう

     もんだい かん  ぎゃく  よ  かん  こんご

おも  き

いけん など          あたら  けいかく ないよう      ぎろん  さい

かいけつ ひつよう  ぐたい こま  かくそうだんまどぐち          

そうだん

うけつけちゅう          

ねん          

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1758158955992
mailto:shougaika@pref.hyogo.lg.jp
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（意見提出用紙） 

新
あら

たな「ひょうご障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」策定
さくてい

に向
む

けた意見
い け ん

等
など

 

現在
げんざい

抱
かか

えている課題
か だ い

や問題点
もんだいてん

、逆
ぎゃく

に良
よ

い点
てん

、伸
の

ばしてほしい点
てん

など、ご自由
じ ゆ う

にお書
か

きくだ

さい。（複
ふく

数枚
すうまい

になっても構
かま

いません。意見
い け ん

等
など

がある欄
らん

だけの記載
き さ い

でかまいません。） 

目標
もくひょう

区分
く ぶ ん

 ご意見
い け ん

、課題
か だ い

等
など

 

「ひと」 分野
ぶ ん や

 

すべての人
ひと

が、人格
じんかく

と個性
こ せ い

を

尊重
そんちょう

され、ともに理解
り か い

を深
ふか

め支
ささ

え合
あ

う社会
しゃかい

をめざす 

 

「参加
さ ん か

」 分野
ぶ ん や

 

すべての人
ひと

が、持
も

てる力
ちから

を

発揮
は っ き

し、多様
た よ う

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

がで

きる社会
しゃかい

をめざす 

 

「情報
じょうほう

」 分野
ぶ ん や

 

すべての人
ひと

に、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

や利用
り よ う

等
など

の手段
しゅだん

が確保
か く ほ

され、

互
たが

いの理解
り か い

と思
おも

いが通
つう

じ合
あ

う社会
しゃかい

をめざす 

 

「まち・もの」 分野
ぶ ん や

 

すべての人
ひと

が、自
みずか

らが選
えら

ぶ

場所
ば し ょ

で、安全
あんぜん

に安心
あんしん

して豊
ゆた

か

に生活
せいかつ

することができる

社会
しゃかい

をめざす 

 

 

＜ご回答
かいとう

いただいた方
かた

について教
おし

えてください＞（当
あ

てはまるものに☑） 

どんな方
かた

 

ですか？ 

☐ 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

 （ ☐ 身体
しんたい

障害
しょうがい

 ☐ 知的
ち て き

障害
しょうがい

 ☐ 精神
せいしん

障害
しょうがい

 ☐ その他
た

） 

☐ 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

の家族
か ぞ く

  ☐ 支援者
し え ん し ゃ

・支援者
し え ん し ゃ

団体
だんたい

・事業所
じぎょうしょ

  ☐ その他
た

 

ご年代
ねんだい

は？ ☐10代
だい

  ☐20代
だい

  ☐30代
だい

  ☐40代
だい

  ☐50代
だい

  ☐60代
だい

  ☐70代
だい

以上
いじょう

 

【提出先
ていしゅつさき

】 兵庫県
ひょうごけん

 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 障害
しょうがい

政策
せいさく

班
はん

あて 

● 電子
で ん し

メールの場合
ば あ い

： shougaika@pref.hyogo.lg.jp  

● ファックスの場合
ば あ い

： 078-362-3911 

● 郵送
ゆうそう

の場合
ば あ い

： 〒650-8567 （住所
じゅうしょ

不要
ふ よ う

） 兵庫県
ひょうごけん

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

障害
しょうがい

政策
せいさく

班
はん

あて 

● 電子
で ん し

フォームから提出
ていしゅつ

する場合
ば あ い

：   二次元
に じ げ ん

コードからもフォームにアクセスできます→ 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1758158955992 

mailto:shougaika@pref.hyogo.lg.jp
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1758158955992
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